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鳥

取

県

に

お

け

る

明

治

期

の

町

村

合

併

状

況

に

つ

い

て

白

石

太

良

緒

日

明
治
期
の
地
方
行
政
区
域
、
特
に
町
村
区
域
の
変
遷
は
、
幕
藩
体
制
と
の
断

絶
を
意
図
す
る
政
府
と
、
旧
来
の
共
同
体
的
町
村
と
の
間
の
対
立
と
調
和
の
過

程
で
あ
っ
た
o
行
政
区
域
が
ど
の
よ
う
左
広
が
り
に
画
定
さ
れ
る
か
と
い
う
こ

と
は
、

戸
籍
、
税
制
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
機
能
の
範
囲
を
定
め
る
と
い
う
点

か
ら
、
地
域
住
民

K
と
っ
て
重
大
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
心
従
っ
て
歴
史
的
領

域
と
行
政
区
域
の
関
連
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
筆
者
は
す
で
に
烏

(
1
)
 

取
県
の
地
方
行
政
区
域
と
近
世
郷
と
の
関
係
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
o
明
治
期

{つ
-E

の
行
政
区
域
か
歴
史
的
領
域
と
深
〈
係
わ
り
を
も
っ
て
成
立
し
た
こ
と
ば
、
上

か
ら
の
改
革
と
下
か
ら
の
体
制
維
持
の
妥
協
の
結
果
と
も
い
え
よ
う
。

行
政
区
域
の
画
定
は
町
村
の
分
合
に
よ
っ
て
表
面
化
す
る
o
利
害
の
対
立
も

町
村
合
併
の
経
緯
を
通
じ
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
c
そ
の
過
程
を
あ
と
つ
け

る
だ
け
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
念
い
が
、
合
併
状
況
の
左
か
に
時
代
的
背
景

左
打
ノ
地
域
的
性
格
左
り
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
o
従
ヲ
て
、
明
治

五
年
の
大
区
小
区
制
、

一
年
の
郡
区
町
村
編
成
法
、

一
七
年
の
連
合
一
戸
長
役

場
制
全
ど
の
試
行
錯
誤
を
続
け
、

二
二
年
の
市
制
町
村
制
に
よ
っ
て
形
式
的
に

完
成
し
た
明
治
期
の
町
村
制
度
の
左
か
で
、

旧
藩
政
村
川
旧
来
の
町
村
が
ど
の

よ
う
に
合
併
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
市
制
町
村
制
施
行
に
伴
う
合
併
の
状
況
左
ど

に
、
看
過
す
る
と
と
の
で
き
左
い
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
o
更
に

市
制
町
村
制
以
揮
の
新
し
い
市
町
村
の
合
併
、

も
た
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
行
政
区
域
の
広
域
化
を

と
こ
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
、
鳥
取
県
を
事
例

K
と
り
念
が
ら
町
村
合
併
の
状
況
を
眺
め
、

形
式
地

域
と
し
て
の
行
政
区
域
と
そ
れ
を
祷
成
す
る
町
村
の
閣
係
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、
明
治
前
期
の
町
村
合
併

こ
と
で
は
明
治
二
二
年
の
市
制
町
村
制
施
行
ま
で
の
時
期
を
明
治
前
期
と
す

る
o
と
の
時
期
の
町
村
合
併
を
考
え
る
前
に
、
大
区
小
区
制
の
も
と
で
の
町
村

の
状
況
を
み
て
な
ぐ
必
要
が
あ
る
。

1 

1 
) 

大
区
小
区
制
と
町
村

鳥
取
藩
で
は
明
治
二
年
に
藩
治
組
織
を
改
め
た
が
、
地
方
支
配
の
政
変
は
郡

奉
行
、
代
{
自
の
上
部
段
曜
ま
で
で
、
庄
屡
制
度
に
基
つ
く
下
部
支
配
組
織
は
藷

政
時
代
の
ま
ま
継
続
し
た
。
当
時
の
町
村
数
は
一
三
二
一
五
町
村
(
鳥
取
・
米
子

(
q
J
}
 

で
、
平
均
三
五
戸
に
す
ぎ
ず
比
較
的
小
規
模
で
あ
っ
介
AQ

を
各
一
町
と
す
る
)

こ
の
町
村
を
統
合
し
て
新
し
い
行
政
区
域
を
創
り
出
す
試
み
は
、

戸
籍
法
に
伴

う
区
の
制
定
と
そ
の
区
域
を
受
け
継
い
だ
大
区
小
区
制

K
あ
っ
た
c
鳥
取
県
で

は
明
治
五
年
一
月
代
一
一
二
の
区
(
曙
岐
地
方
を
含
む
、
現
鳥
取
県
域
の
み
で

は
一

O
七
区
)
が
設
定
さ
れ
、

翌
六
年
一
二
月
に
は
大
区
小
芭
制
に
移
行
し
た
口

大
区
の
区
域
は
旧
来
の
郡
域
と
一
致
し
、

小
区
の
区
域
は
若
干
の
編
成
替
え
は

る
っ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
戸
籍
法

K
よ
る
区
を
踏
襲
し
た
。
各
小
区
は
平
均

そ
の
戸
数
は
八

O
O
戸
前
後
で
あ
っ
た
(
表
1

)

O

一
一
了
四
町
村
、



行政区域数の変遷

旧羽目名
明治初 小区区域 連合戸長役場区域 市町村1tU 明治 22年行政市町村

年村数 小区数 平均村数 連合数 平均村数 l直前村数 市町村数 平均村数 組合村構成数

邑美郡 35村 12 5.8村 7 8.3付 31村 7 4.4村 2pji(3村 j

岩井郡 51 5 10.2 4 13.3 53 14 3.8 3 

法美君E 59 4 14.8 4 14.8 前。 9 6.7 l 

八東部 89 6 14.8 6 14.7 自8 14 6.3 4 

智頭部 99 6 16.5 5 15.0 75 13 5.8 2 

八上部 61 4 15.3 4 14.3 57 13 4.4 3 1 

高草郡 84 6 14.0 7 10.7 75 18 4.2 4 

気多郡 83 7 11.9 7 9.4 ti6 15 4.4 2 

河村部 108 7 15.4 8 12.8 102 23 4.4 4 2 

久米部 120 8 15.0 9 11.3 102 16 6.3 1 

八橋郡 108 7 15.4 8 10.8 85 19 4.5 3 1 

lf入部 76 6 12.7 5 13.0 66 10 6.6 

会見郡 184 1臼 10守8 19 8.5 143 38 3.8 1 1 

日野郡 178 10 17.8 12 9.8 118 29 4.1 9 1 

lB5 107 12.5 105 11.2 1122 238 4.7 37 8 

表 1

市町村制以前は，町J・村ともすべて村と表現した。鳥取町及び米子町内各町はまとめて各 1町と

したG

ノト区区域では鳥取町が 7区，米子町が 3[互に，連合戸長役場区域では鳥取町が 4区，米子町が 3

区に分かれるが，それぞれ各 1区として平均を算出した。

明治 2 2年行政市町村で市南jは鳥取市のみである。平主場す数は市制・町制とも村と表現した。

(託 1 ) 

(註 2) 

大
区
小
区
制
が
人
為
的

K
上
か
ら
編
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
臣
百
六
や
小
包
一
長

{
4
)
 

の
出
身
地
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
o
区
長
・
副
区
長
人
名
子
(
大
区
長
を
区

長
、
小
芭
長
を
副
区
長
と
い
う
)

に
よ
れ
ば
、
区
長
一
六
人
の
う
ち
九
人
、

亘Ij

区
長
九
三
人
(
兼
務
を
含
む
)

の
う
ち
六
七
人
が
他
の
大
区
ま
た
は
小
区
か
ら

任
命
さ
れ
た
。

「
区
内
戸
数
名
籍
ブ
詳
シ
、

上
旨
ア
下
徹
シ
、

下
情
ア
上
達
シ
、

人
民
ノ
風
俗
ア
整
正
シ
、

正
租
雑
税
ノ
取
立
ア
始
メ
、
河
水
道
路
橋
梁
ノ
イ
築
、

物
産
ノ
培
殖
、
救
他
ノ
方
法
、
学
校
ノ
取
締
其
他
民
費
ア
賦
課
ス
ル
等
ノ
事
ア

(
5
)
 

掌
」
る
大
区
長
は
も
と
よ
り
、

「
上
一
一
大
区
長
フ
輔
翼
シ
、

下
モ
戸
長
副
ア
親
日

責
」
す
る
小
区
長
は
、
統
治
組
織
の
地
方
宮
と
し
て
当
該
大
区
・
小
区
の
利
害
を

は
左
れ
た
人
物
が
必
要
で
あ
っ
た
o
大
区
小
区
制
は
、
従
来
の
町
村
と
無
縁
の

制
度
的
区
域
を
創
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
伝
統
と
歴
史
を
も
っ
旧
来
の
町
村
が
、
制
度
的
改
革
で
抹
殺
き
れ
る

2 

こ
と
は
左
か
っ
た
。
小
区
の
も
と
に
は
「
会
議
所
ノ
約
束
一
7

奉
シ
、
品
川
却
代
ト
協

和
シ
、
村
民
市
民
ア
視
ル
親
戚
兄
弟
ノ
如
ク
、
毎
事
誘
諭
勧
勉
惰
農
滋
手
鑑
一
ラ

(6) 

γ

ム
ル
ア
委
ス
」
る
戸
長
・
副
一
戸
長
が
置
か
れ
た
o

二
、
三
町
村
合
ぜ
て
戸
長

一
人
の
ζ

と
も
あ
っ
た
が
、

「
毎
村
町
戸
長
春
]
口
貝
ヲ
置
ク
」
の
が
原
則
で
、
J
一一程

郷
ノ
村
落
ハ
拾
戸
・
弐
拾
一
戸
ノ
小
村
卜
錐
モ
下
等
戸
長
司
ノ
置
戸
い
た
。
こ
の
こ

と
は
、

現
実
の
統
治
代
際
し
て
旧
来
の
町
村
を
下
部
単
位
と
せ
ざ
る
を
え
を
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
o
同
様
の
と
と
は
総
代
制
度
に
も
う
か
が
え
る
o
上

意
下
達
の
行
政
組
織
で
あ
る
大
区
小
区
制
の
も
と
で
、
共
同
体
的
左
状
容
に
る

る
町
村
住
民
の
意
志
を
汲
み
あ
げ
る
こ
と
は
、

地
租
政
正
の
実
施
に
あ
た
っ
て

(註 3) 

特

K
重
要
で
あ
っ
た
o
地
租
政
正
反
対
運
動
が
活
発
で

b

あ
っ
た
鳥
取
県
で
は
、

(
8
)
 

国
の
統
一
的
布
告
に
先
立
っ
て
明
治
八
年
に
総
代
制
度
を
設
置
し
、

一
O
年ドト

は
「
区
総
代
ハ

一
区
毎
ニ
二
、

三
人
ア
{
疋
員
ト
シ
、

町
村
浦
総
代
ハ
町
村
湾
ニ



(

9

)

 

一
一
人
ヲ
定
員
ト
ス
」
と
改
め
た
ο
そ
の
職
務
は
金
殺
の
公
借
、

共
有
地
所
な
ど

つ
廿
己
n
3
4
1

/
l

砂

庁

ノ

ロ

t少

民
品
質
勘
定
の
点
検
、

凶
荒
予
備
等
の
蓄
積
金
穀
の
監
視
念
と
の
ほ
か

~
人
民
ノ
利
害
得
失
ニ
関
ス
ル
一
事
件
、
臨
時
本
庁
ヨ
リ
垂
向
シ
又
ハ
区
会
所
ヨ

(
刊
)

リ
協
議
ス
ル
事
ア
レ
ハ
無
忌
俸
意
見
ア
開
申
」
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
町
村
を

利
用
し
た
行
政
を
行
な
う
と
し
た
の
で
あ
る
o

以
上
の
こ
と
は
、

旧
羽
田
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
た
大
区
小
区
制
に
な
い
て
も
、

現
克
に
は
町
村
の
存
在
を
黙
認
し
、

町
村
を
事
実
上
の
下
部
単
位
と
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
o
大
区
小
区
制
の
「
形
式
上
・
制
度
上
の
画
期
的
性
格
と
、

内
容
上
運
営
上
の
妥
協
的
性
格
と
い
う
一
一
面
札
」
が
こ
こ
に
も
表
わ
れ
て
い

J
U
J

す
J

な
わ
ち
、
大
区
小
区
制
は
新
し
い
行
政
区
画
と
考
え
る
と
と
が
で
き
る

が
吐
、
旧
来
の
町
村
の
解
消
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
の
町
村
合
併
と
み
る
と
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
o
そ
れ
は
伝
統
的
な
町
村
を
単
位
と
し
つ
つ
、

そ
の
上

に
綬
い
か
ぶ
さ
れ
た
行
政
区
域
と
い
え
る
o
従
っ
て
、
区
一
戸
長
を
通
じ
て
下
達

さ
れ
る
諸
事
務
の
軽
減
、
特
に
民
費
の
節
減
に
あ
た
っ
て
は
、
町
村
そ
の
も
の

を
減
少
ナ
る
必
要
が
あ
う
た
o

( 

つ
) 

町
村
合
併
の
状
況

明
治
前
期
の
町
村
分
合
の
全
国
的
傾
向
は
、

明
治
七
年
の
七
八
二
八

O
町
村

が
一

O
年
に
七
一
二
三

O
町
村
に
減
じ
、
合
併
は
八
一

O
年
に
集
中
、
分
離

(
日
)

一
五
年
に
多
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
ο

ζ

の
期
の
合
併
は
、

は
一
四
、

従
来

独
立
ノ
村
港
タ
リ
ト
モ
、

一
戸
口
不
多
、
反
別
稀
少
ノ
分
ハ
、
便
宜
合
併
不
致
侯

テ
ハ
毎
事
無
用
ノ
労
費
フ
掛
、
区
入
費
モ
柏
嵩
、

人
民
ノ
不
便
利
ト
相
成
侯
」

(
明
治
六
年
大
蔵
省
達
一
八
六
号
)

の
故
に
、
政
府
の
積
極
的
奨
励
の
も
と

K

実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

大
区
小
区
制
か
ら
市
制
町
村
制
ま
で
の
間
の
鳥
取
県
の
町
村
分
合
状
況
を
眺

明治 22年ーまでの町村合併状況

米jこ冒J，合2j町r、の知人を除く，平均戸数L主諺末期の町中すの戸数による。()は 100戸以との

町村認の台併を合むro

3 

表 2

分離件数
/仁込3 併年次 合併村 数 合併 合併村の

!日郡名
7年 10年 11年 12年 14年 21年不詳 2村 3村 4村 5村 6村 7村 8村 件数 平均戸数

1 2 2 8.6戸

岩 井郡 | 。
法美郡 1 1 I 37.5 

八東部 1 1 1 62.0 

智頭部 12 1 3 10 4 2 16 (296) 

八上部 4 4 4 36.0 

7 l 9 9 ( 50.1 ) 

11 。~ 10 2 1 13 ( 5 61 ) 

1 3 2 6 6 1 1.5 

l 14 2 16 32.1 

4 20 1 21 ( 32.9) 

邑 6 1 l 8 31.2 

20 1 16 5 3 1 25 ( 4 7.2) 

日聖子郡 29 1 18 9 3 1 l 1 33 22.4 

計 3 11127115 l 1 1 8 11 7 24 10 2 1 。 1 155 ( 34.3) 

(註)



め
て
み
る

(
表
2

)

O

ζ

の
場
合
、
鳥
取
町
内
各
町
の
分
合
八
件
、
米
子

倉
吉
両
町
へ
の
編
入
各
一
件
を
除
い
て
な
く
o
町
村
の
分
離
は
海
岸
部
の
三
件

の
み
で
、
平
野
部
や
山
間
部

K
は
左
か
っ
た
o
と
れ
ら
は
海
岸
部
の
農
漁
混
在

町
村
か
ら
漁
村
部
が
明
治
一

O
年

K
分
離
し
た
も
の
で
、
戸
口
も
大
き
く
、
物

「

S

常一

産
K
も
相
違
が
あ
つ
い
た
o
生
産
構
造
を
異
に
す
る
こ
地
域
が
藩
政
時
代
以
来
一

村
と
さ
れ
、

そ
れ
が
分
割
さ
れ
た
と
い
え
る
o

一
方
、

町
村
の
合
併
は
一
五
五
件
で
、

一
二
五
町
村
の
滅
少
を
み
た
o
そ
の

う
ち
一
二
七
件
が
明
治
一

O
年
に
集
中
し
、
全
国
的
傾
向
と
一
致
す
る
o
特

K

全
体
の
八

O
婦
に
あ
た
る
一
一
一
四
件
が
同
年
五
月
二
二
日
付
の
合
併
で
あ
っ
た
o

次
い
で
一
一
年
一

O
月
二
日
付
が
一
五
件
(
九
・
七
係
)
で
あ
り
、

(巴

一
両
年
で
合
併
件
数
の
大
半
を
占
め
て
い
る
o
こ
の
時
期
の
町
村
合
併
は
、
大

O 

区
小
区
制

K
よ
っ
て
法
制
上
の
存
在
を
否
定
さ
れ
た
町
村
が
、
現
実

K
は
行
政

の
末
端
機
能
を
荷
ぜ
ら
れ
、
民
費
負
担
の
重
圧
を
の
が
れ
る
方
法
の
一
つ
と
し

て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
o
明
治
九
年
二
月

K
は
、
民
費
省
略
の
た
め

K
町

村
各
一
人
を
原
則
と
す
る
戸
長
の
削
減
方
法
を
考
慮
す
る
べ
き
通
達
が
出
さ
れ

(
同
り

て
い
る
o

「
民
費
節
減
ノ
法
ア
求
メ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
、
区
画
ノ
制
度
更
正
シ
、

区
戸
長
配
置
ノ
法
ヲ
搾
正
ス
ル
ニ
非
ス
ン
ハ
、
今
急
ニ
其
費
自
フ
節
ス
ヘ
キ
モ

(む

ノ
ア
ラ
ス
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
o
民
費
は
国
政
委
任
事
務
の
増
大
と
と
も

K
増
加
し
、
こ
と

K
地
租
改
正
事
業
費
の
急
増

κ
Lる
民
費
負
担
増
が
著
し
か

〔
川
口

っ
た
0

『
鳥
取
県
歴
史
』
明
治
九
年
八
月
の
項

K
次
の
記
述
が
あ
る
o

上
申
書
ニ
云
フ
、
当
県
管
下
旧
石
高
四
拾
五
万
石
余
、
村
数
凡
千
三
百
余

村
有
之
、

元
来
皆
小
村
ニ
シ
テ
、

独
立
候
テ
ハ
費
用
差
嵩
ミ
候
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、

百
事
不
便
宜
ノ
趣
ア
以
テ
、
各
郡
村
々
ノ
内
客
年
改
租
ノ
際
ニ
会
シ
、

人
民

-
一
於
テ
熟
議
フ
尽
シ
、

二
村
或
ハ
三
四
ケ
村
合
併
一
致
ノ
一
村
ト
相
成
度
旨

願
出
候
村
落
凡
三
百
ク
村
有
之
ニ
付
、

(
中
略
)
取
調
可
相
伺
順
序
ノ
折
柄
、

伯
若
田
園
久
米
八
橋
両
郡
ノ
内
百
拾
弐
ク
村
改
租
不
服
ノ
旨
申
立
、
頗
ル
錯
雑

ア
極
メ
、
終
一
一
今
日
迄
遅
延
候
得
共
、
前
顕
ノ
願
末
ニ
テ
目
今
取
調
中
、
面

ヨ
リ
人
民
エ
於
テ
モ
企
望
罷
在
候
儀
故
、
兼
テ
御
允
可
被
下
置
度
、
此
段
御

断
g
n
前
ア
以
テ
及
上
申
置
侯
也
(
七
月
廿
九
日
付
)

す
念
わ
ち
、
地
租
改
正
を
契
機

K
合
併
の
動
き
が
活
発
に
左
h
y
な
が
ら
、
地

租
改
正
反
対
運
動

K
よ
っ
て
そ
の
実
現
が
遅
れ
た
の
で
あ
っ
た
o
更

K
同
年
八

月
二
一
日
付
を
も
っ
て
鳥
取
県
は
島
根
県

K
併
合
さ
れ
、

そ
の
結
果
、

併
の
実
現
は
翌
年
五
月
に
な
っ
て
布
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
o

町
村
合

町
村
合
併
の
規
模
を
み
て
み
よ
う
o

一
五
五
件
の
合
併
件
数
の
う
ち
一
一
七

件
(
七
五
・
五
¢
)
が
二
村
合
併
で
、
平
均
二
・
固
か
村
と
埼
玉
・
滋
賀
・
兵

(
凶

U

(

昭

庫
各
県
の
場
合
と
近
似
す
る
o
仮

K
幕
末
期
の
戸
削
棋
に
よ
り
町
村
規
模
を
分
類

す
れ
ば
、
二

O
戸
程
度
以
下
の
町
村
相
互
の
合
併
が
五
四
件
(
一
二
四
・
八
係
)
、

4 

二
O
戸
程
度
と
一
ニ

O
戸
前
後
の
町
村
の
合
併
が
六
六
件
(
四
二
・
九
%
)

で、

小
規
模
町
村
間
の
合
併
が
多
か
っ
た
o
そ
の
ほ
か
一

O
O戸
以
上
の
大
規
模
村

へ
の
吸
収
合
併
が
二
二
件
(
八
・
四
%
)
み
ら
れ
た
o
こ
れ
ら
の
ζ

と
は
、

独

立
見
込
み
の
薄
い
町
村
の
解
消
を
目
的
と
し
た
合
併
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
o

一
方
、
大
規
模
町
村
間
の
合
併
が
五
件
あ
っ
た
が
、
う
ち
四
件
は
明
治

二
、
三
年
の
藩
内
限
分
離
町
村
の
再
統
合
で
あ
っ
(
勾
o
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し

た
町
村
の
平
均
戸
数
は
三
四
・
一
二
戸
で
、
す
で

K
「
大
低
七
拾
戸
以
下
ア
小
村

ト
シ
、

七
拾
戸
以
上
百
五
拾
戸
以
下
ヲ
中
村
ト
シ
、
百
五
拾
戸
以
上
弐
百
五
拾

戸
以
下
ア
大
場
」
と
し
た
と
と
か
ら
み
れ
ば
、
上
に
あ
げ
た
戸
数
が
幕
末
期
の

状
況
で
あ
る
と
と
を
考
慮
し
て
も
、
合
併
が
小
規
模
町
村
中
心

K
行
わ
れ
た
と

と
が
わ
か
る
o



合
併
町
村
の
一
川
市
川
布
に
も
特
色
が
あ
一
る
。
県
西
部
の
旧
伯
香
国
に
一

O
九
件
と

全
体
の
七
割
が
集
中
し
、
と
と
に
己
野
郡

K
多
い
。
地
租
改
正
運
動
の
盛
ん
で

あ
っ
た
西
部
と
、
小
規
模
町
村
の
多
い
山
間
部
に
著
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
町

村
合
併
は
地
域
的
特
色
の
表
現
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
o

(3) 

明
治
前
期
の
町
村
人
口
併
の
留
意
点

明
治
一

O
、

一
年
を
ピ
ー
ク
と
す
る
町
村
合
併
の
大
部
分
は
、

小
規
模
J

な

た
め
に
独
立
不
能
な
町
村
が
民
費
節
約
十
)
目
的
と
し
て
合
併
し
た
場
合
が
多
か

っ
た
c
そ
れ
は
結
果
v

と
し
て
、

三
新
法
体
制
下
に
な
げ
る
独
立
町
村
と
し
て
の

存
在
基
盤
を
創
り
出
す
と
と

ιJ去
っ
た
G

明
治
一

て
い
え
ば
、

一
年
一

O
月
の
合
併
に
つ
い

七
月
の
「
郡
区
町
村
編
成
法
」
管
内
布
達
後
、

翌
年
一
月
。

同
法
実
施
ま
で
の
間
に
合
併
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
o

と
の
時
期
の
合
併
は
、

事
実
上
の
行
政
末
端
単
位
と
左
っ
て
い
た
町
村
を
少
し
で
も
強
力
に
す
る
た
め

で
あ
っ
た
が
、
蒋
政
時
代
以
来
の
伝
統
的
町
村
が
、
形
式
的
に
だ
け
で
左
く
、

実
質
的
に
も
否
定
さ
れ
た
と
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
町
村
合
併
の
一
段
南
が
、

制
度
的
に
も
町
村
の
復
活
を
呂
ざ
す
三
一
戦
法
体
制
直
前
に
あ
っ
た
こ
と
は
注
意

ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
、
市
制
町
村
制
に
伴
う
町
村
合
併

三
新
法
体
制
に
よ
っ
て
復
活
し
た
町
村
が
、
再
び
合
併
心
洗
礼
を
受
け
る
の

は
市
制
町
村
制
施
行
代
際
し
て
で
あ
っ
た
り
そ
の
場
合
、

一
ニ
新
法
体
制
、
特
に

連
合
戸
長
役
場
区
域
が
橋
渡
し
的
役
割
を
は
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
c

1 
) 

二
一
新
法
体
制
下
の
町
村
連
合

三
新
法
心
中
心
で
あ
る
「
部
区
町
村
編
成
法
」
で
は
「
郡
町
村
ノ
区
域
名
称

ハ
総
テ
旧
ニ
依
ル
」
も
心
で
参
っ
た
が
、

の
ち
に
「
止
ム
ヲ
得
サ
ル
理
由
ア
ル

モ
ノ
ハ
郡
一
区
町
村
ノ
区
域
名
称
ア
変
更
ス
ル
ア
得
し

f
f
一

さ
れ
た
あ
と
も
、

鳥
取
県
下
で
は
わ
ず
か
三
件
の
合
併
を
み
た
に
す
き
乏
い

c
前
述
の
通
り
三
新

法
施
行
直
前
に
広
範
左
合
併
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
三
新
法
体
制
へ
の
条
件
整
備

の
役
割
を
は
交
し
た
と
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
o

も
っ
と
も
、
小
規
模
町
村
が
大
半
を
占
め
る
鳥
取
県
で
は
、
戸
長
は
数
か
町

村
連
合
し
て
選
出
し
た
よ
う
で
あ
り
、
現
東
伯
郡
三
軒
町
(
当
時
は
河
村
郡
げ
い
い

(
幻
)

窟
ナ
)

の
事
例
に
も
そ
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
(
図
1

)

0

し
か
し
、

こ
の
相
場

し
か
も
一
戸
長
は
連
合
し
て
選
出
し
左
が
ら

一辺
J

町
村
会
は
各
町
村
山
に
設
置
し
た
場
合
も
み
ら
れ
だ
心
そ
れ
は
行
政
能
率
向
上
と

ム
口
の
連
合
は
年
毎

ο離
合
が
あ
り
、

財
政
負
担
軽
減
の
た
め
の
連
合
で
あ
っ
て
、

と
左
心

場
A 
口

(に士

逆

村
毎
lて
fコ

長

が
置

か
タL LlJ 
t:2言問
。部

こ在

れと

ら連
は合
あ し亡

くょ
っ生
- てコ

でて
独不
立使

町
村
の
連
合
体
と
考
え
る

e

へ
き
で
あ
ろ
う
c

5 

鳥
取
県
で
は
明
治
一
六
年
四
月
に
小
規
模
左
戸
長
役
場
区
域
を
拡
大
し
、

連

ム
口
戸
長
役
場
区
域
が
成
立
し
た
o
こ
れ
は
全
国
的
念
三
新
法
体
制
改
正
の
前
年

で
、
松
方
一
ア
フ
レ
政
策
の
も
と
で
の
町
村
財
政
の
緊
迫
状
況
が
、

小
規
模
町
村

C
多
い
鳥
取
県
で
の
一
年
は
や
い
実
施
を
も
た
ら
ぜ
た
の
で
あ
ろ
う
G

そ
の
区

域
数
は
一

O
四
区
域
で
、

一
七
年
五
月
と
一
九
年
三
月
に
部
分
改
正
さ
れ
て
一

。
五
区
域
と
な
っ
た
が
、
根
本
的
変
更
は
左
〈
市
制
町
村
制
実
施
主
で
続
い
た
。

連
合
一
戸
一
長
役
場
区
域
数
と
大
区
小
区
制
の
小
区
数
と
は
大
差
が
念
く
、
一

C
O

区
域
程
度
の
行
政
区
域
を
創
出
す
る
方
針
で
あ
っ
た
と
と
が
う
か
が
え
る

U

し

か
し
、
各
都
毎
の
区
域
数
に
は
差
異
が
あ
り
(
表
1
〕
、
両
者
が
整
合
す
る
の

は
一
一
四
区
域
に
す
き
左
い
じ
連
合
戸
長
役
場
区
域
は
、
近
世
郷
左
ど
歴
史
的
領

(
M
J
U
 

域
と
の
係
わ
り
が
小
区
区
域
以
上
に
強
く
み
ら
わ
、
各
地
の
現
状
に
合
わ
せ
る

努
力
は
小
区
の
場
合
よ
り
も
強
力

K
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
o
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図 1



も
ち
ろ
ん
連
合
一
戸
長
役
場
区
域
も
町
村
の
連
合
で
あ
っ
た
口
町
村
会

K
し
で

も
、
連
合
村
会
の
ほ
か
各
村
毎
の
村
会
が
開
か
れ
母
o
各

町

村

の

自

主

主

強

く
残
存
し
、
連
合
戸
長
役
場
と
各
町
村
の
二
重
行
政
が
現
出
し
た
と
い
え
よ
う
o

し
か
し
、
従
来
の
町
村
の
区
域
を
越
え
た
新
し
い
行
政
区
域
の
必
要
性
が
生
ま

明
治
一
九
年
の
大
水
害

K
際
し
て
、
流
出
橋
梁
改

(窃

修
費
捻
出
の
た
め
に
各
村
組
長
を
招
集
し
た
ζ

と
左
ど

K
表
わ
れ
て
い
る
o
町

れ
つ
つ
あ
っ
た
o
そ
れ
は
、

村
の
わ
く
を
越
え
た
、

町
村
財
政
の
規
模
拡
大
が
地
域
住
民
の
側
か
ら
も
要
請

さ
れ
る

κ至
っ
た
の
で
あ
る
o
連
合
一
戸
長
役
場
区
域
は
、
現
状
を
ふ
ま
え
左
が

ら
新
し
い
行
政
区
域
を
創
出
す
る
と
い
う
意
味
で
、

出
来
の
町
村
か
ら
市
制
町

村
制

K
よ
る
新
町
村
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
o

も
つ
舟
了
も
、

一
連
合
戸
長
役
場
区
域
の
規
模
を
一
九
年
の
状
態
で
み
る
と
、
平

均
一
一
了
一
町
村
(
但
し
鳥
取
・
米
子
・
倉
吉
・
境
を
各
一
町
と
す
る
と
一

0
・

七
七
四
・
七
戸
で
あ
り
、
戸
数
は
と
も
か
く
町
村
数
が
や
や
多
い
。

七
町
村
)
、

そ
の
た
め
、
市
制
町
村
制
施
行
に
伴
う
新
町
村
は
、
連
合
戸
長
役
場
区
域
を
基

礎

K
し
つ
つ
そ
れ
か
ら
の
析
出

K
よ
っ
て
成
立
し
た
o

小
規
模
攻
状
態
の
ま
ま
明
治
前
期
の
地
方
行
政
制
度
変
遷
の
波
を
経
て
き
た

鳥
取
県
の
町
村
が
、
共
同
体
的
ま
と
ま
り
を
基
盤
と
し
左
が
ら
そ
れ
を
克
服
す

る
た
め

K
は
、
旧
来
の
町
村
よ
り
は
大
き
く
、
小
区
や
連
合
戸
長
役
場
区
域
よ

り
狭
い
区
域
が
必
要
で
あ
っ
た
o
そ
れ
は
ま
さ
に
、
三
新
法
体
制
前
半
に
み
ら

れ
た
独
立
町
村
の
連
合
程
度
の
規
模
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
o

2 

明
治
二
二
年
の
町
村
合
併
状
況

鳥
取
県
に
な
け
る
市
制
町
村
制
の
実
施
は
明
治
二
二
年
一

O
月
一
日
で
あ
る
o

ζ

の
時
成
立
し
た
の
は
二
三
八
市
町
村
で
、
市
制
は
鳥
取
市
の
み
、
町
制
は
米

子
・
倉
吉
・
境
・
淀
江
の
四
町
、
残
る
二
三
こ
が
村
制
で
あ
っ
た
o
と
れ
を
実

明治 22年行政市町村域と組合村

7 

図 2



施
直
前
の

一
二
二
町
村
に
比
べ
る
と
、

平
均
四
・
七
町
村
が
合
併
さ
れ
た
こ

と
に
を
る

o
そ
の
平
均
一
戸
数
は
一
一
一
四
八
戸
で
、
山
間
部
の
日
野
郡
の
場
合
は
平

均
二
三
五
戸
に
す
ぎ
ず
、
半
島
部
を
含
む
会
見
郡
の
四
三
七
一
戸
や
海
山
岸
部
を
主

と
す
る
汗
入
郡
の
四
四
二
戸
に
比
べ
小
規
模
と
な
っ
て
い
る
c
左
な
、
組
合
村

が
四
五
あ
り
、
役
場
数
は
白
鳥
取
市
を
含
め
て
一
八
五
で
あ
っ
た

(図
2

)

O

三
新
法
以
来
認
定
さ
れ
た
旧
来
の
町
村
の
特
質
を
維

持
さ
ぜ
な
が
ら
、
増
大
す
る
国
政
委
任
事
務
担
当
可
能
念
行
政
町
村
を
創
る
と

(坦}

と
ろ
に
あ
っ
た
c
事
務
引
継
げ
い
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
述
へ
ら
れ
て
い
る
o

町
村
区
域
ハ
、
必

γ

モ
内
務
省
標
準
タ
ル
三
百
戸
ニ
拠
ラ
ス
、

町
村
合
併
の
目
的
は
、

(
前
略
)

有
力
ニ
シ
テ
其
負
担
一
一
堪
ユ
ル
卜
認
ム
ル
ノ
町
村
ニ
於
テ
ハ
独
立
セ
シ
メ
、

有
モ
其
負
担
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ト
認
ム
ル
ヵ
、

他
ノ
町
村
卜
合
併
、

叉
ハ
戸
数
寡
少
ナ
ル
町
村
ニ
於
一
ア

或
ハ
組
合
町
村
ト
ナ
ス
ハ
勿
論
ナ
リ
ト
雄
モ
、

十
一
戸
等
ノ
特
ニ
寡
ー
少
ナ
ル
町
村
ハ
、
他
ノ
町
村
ト
組
合
ヲ
ナ
ス
モ
其
実
r

ア
得

サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
他
日
其
組
合
ア
離
脱
ス
ル
モ
到
底
一
ケ
村
ニ
シ
テ
独
立

ノ
目
的
ヲ
遠
ス
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
/
如
キ
ハ
、

此
際
人
情
・
風
俗
ア
観
察
シ
、

土
地
ノ
便
否
ヲ
計
リ
、
成
ル
ヘ
ク
合
併
村
ト
シ
、
他
日
組
合
ア
脱
ス
ル
モ
白

治
独
立
ア
完
ア
ス
ル
コ
ト
ア
企
図
セ
リ
(
以
下
略
、
明
治
二
一
年
)

す
な
わ
ち
、
独
立
J

司
治
に
耐
え
う
る
資
力
が
あ
れ
ば
単
独
で
新
行
政
町
村
と

左
り
え
た
が
、
小
規
模
町
村
の
多
い
鳥
取
県
一
で
は
必
然
的
に
合
併
せ
さ
る
を
え

左
か
っ
た
む
単
独
で
新
町
村
へ
移
行
し
た
の
は
二
三
町
村
民
す
き
ず
、

し
か
も

米
子
・
ム
四
国
士
口
の
ほ
か
日
野
郡
の
一
か
い
村
を
除
〈
と
、
残
る
ニ

O
町
村
は
全
て
海

岸
部
の
漁
村
で
あ
っ
キ
~
。
地
域
的
特
色
が
と
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

町
村
合
併
は
、

「
当
初
部
長
ヲ
シ
テ
調
書
ア
製
セ
シ
メ
、
当
庁
ニ
於
テ
多
少

部
長
及
町
村
ノ
意
見
ア
諮
問
セ
シ
ニ
、

ノ
取
捨
ア
加
へ
、
更
ニ
委
員
ア
派
遣
シ
、

市町村常IJによる行政区域と連合戸長役場区域の関係

hまと 整合型
分割型 析出型

拡大型 集合型
計

( 2付)I (3 ~ 5村) (1村)I (2村) 1(3~5 村) 市町村数 連合数

邑美君E 村 2村 村 I村 2村 村 I村 1村 7村 7連合

岩井郡 1 4 1 4 4 

法美君主 1 2 3 3 9 4 

八東部 6 3 4 1 4 6 

智頭郡 9 I 2 1 1 3 5 

八上部 。~ 1 1 1 3 4 

高草郡 4 1 1 2 I 1 8 7 

気多郡 1 4 6 4 15 7 

汚村郡 1 4 1 6 2 23 8 

久米郡 4 6 6 1 6 9 

八橋ils ワ 2 1 3 。“ 1 9 8 

汗人ils 2 3 1 η ー 2 1 0 5 

会見部 4 2 4 3 1 4 4 I 6 38 19 

日野部 3 8 3 1 1 1 3 29 1ワ-

J十 1 4 34 9 1 1 3 36 24 3 23 238 105 

(迂)

表 3

(市南1j・町制ともすべて村として表わした J

整合型:連合戸長役場区域と新市町村域が一致するものO

分自民新市町村域が連合戸長i役場区域を完全に分割して成立したもの， ()は何か村に分書lJ

されたかをノ示 F。
析出型新市町村域が連合戸長役場iL域内で成立Lたもの，

出した町村数による分類である。

拡大型;連合戸長役場区域より広い新市町村域を形成 Lたもの。

集合型:連合戸長役場l~域の部分が集合 L て新市町村域を形成したもの。
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( )は l連合戸長役場区域から析



慨
シ
テ
異
議
ナ
シ
ト
幾
モ
、
又
多
少
ノ
変
更
ア
要
求
ス
ル
ア
リ
、
結
局
前
陳
ノ

、ハ
U
ノ

数
ニ
確
-
九
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
前
述
の
「
人
情
・
風
俗
ア
観
察

シ
、
土
地
ノ
使
否
ア
計
」

っ
た
が
、

具
体
的
に
は
三
新
法
体
制
下
の
連
合
戸
長

役
場
区
域
と
の
係
わ
り
が
定
目
さ
れ
た

(表
3
)

。

「
現
今
ノ
戸
長
所

轄
区
域
ニ
シ
テ
地
形
民
情
ニ
於
テ
故
嘩
ナ
キ
モ
ノ
ハ
其
区
域
ノ
尽
合
併
ア
為
ス

(
内
務
大
臣
訓
令
第
三
五
二
号
、
明
治
二
一
年
)
と
指
示
さ
れ
て

新
町
村
と
連
合
一
戸
長
役
場
区
域
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

コ
ト
ア
得
」

い
る
c
従
っ
て
、

両
者
の
整
合
す
る
比
率
は
山
口
・
滋
賀
・
群
馬
左
ど
各
地
で

(担

比
較
的
高
率
で
あ
っ
た
心
し
か
し
、
鳥
取
県
で
は
新
町
村
の
う
ち
、

一
四
町
村

ヘ
五
・
九
係
)
が
整
合
す
る
の
み
ノ
で
、

む
し
ろ
連
合
一
戸
長
役
場
区
域
が
分
割
さ

れ
て
新
町
村
を
成
立
さ
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
す
左
わ
ち
、

一
O
五
の
連
合
戸

長
役
場
区
域
の
う
ち
四
四
区
域
が
完
全

K
分
割
さ
れ
、

一
二
五
町
村
(
五

五
φ
)
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
o
こ
の
こ
と
は
、
新
町
村
数
が
連
合
戸
長
役
場

区
域
数
の
約
二
倍
に
増
大
し
た
ζ

と
と
も
関
係
し
よ
う
o
そ
れ
と
同
時
に
、

世
郷
左
ど
歴
史
的
領
域
を
拡
大
し
て
成
立
し
た
連
合
戸
長
役
場
区
域
が
、
再
び

分
割
さ
れ
る
点

K
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
G

強
力
で
広
い
一
行
政
区
域
を
必
要

と
す
る
政
府
及
び
県
当
局
と
、

求
め
る
地
域
住
民
と
の
、

ャ、

わ
ば!日

「来
f也〈う

域町
の 村

一 cr
重考
僧調
」し
克つ
服つ
の 行
過政
程へ
での
あ 遺
っ応
た を
C 

連
合
戸
長
役
場
区
域
と
新
町
村
ー
と
の
整
合
関
係
を
み
て
な
と
う
o
前
述
の
よ

う
左
一
向
者
の
整
合
す
る
も
の
と
分
割
に
よ
る
も
の
の
他
に
、
連
合
戸
長
役
場
灰
一

域
を
越
え
な
い
範
囲
で
成
立
し
た
新
町
村
が
七
三
町
村
(
一
一
一

0
・
七
労
)
み

ら

れ
た
o
と
れ
は
い
わ
ば
連
合
戸
長
役
場
区
域
か
ら
て
な
い
し
二
の
新
町
村
が
析

出
し
た
と
い
え
よ
う
が
、
析
山
山
後
の
残
余
の
旧
町
村
は
ま
と
ま
っ
て
他
の
町
村

の
一
部
と
ま
る
の
が
普
通
で
る
る
c
表
3
で
い
え
ば
、
拡
大
型
や
集
合
型
の
一

部
と
左
ヲ
て
い
る
わ
け
で
、
残
余
と
い
え
ど
も
ま
と
ま

b
を
失
っ
て
い
左
い
c

い
ず
れ
に
し
て
も
、
整
合
型
、
円
分
割
型
を
ム
口
、
ぜ
て
新
町
村
の
う
ち
一
一
一
一
一
町
村

(
八
九
・
一
労
)
が
連
合
戸
長
役
場
区
域
内
で
完
結
し
て
成
立
し
た
と
と

K
左

ヴ
心
。
念
h
o

、
拡
大
型
は
、
市
街
地
が
複
数
の
連
合
一
戸
長
役
場
区
域
に
分
離
し
て

い
た
鳥
取
市
と
米
子
町
の
ほ
か
一
か
村
(
高
草
郡
末
恒
村
)

の
巧
み
で
あ
っ
た
。

新
町
村
の
区
域
は
、
前
述
の
通
h
y
郡
長
へ
の
諮
問
に
基
づ
〈
も
の
で
あ
っ
た

が
、
一
部
有
力
者
の
意
見
に
よ
る
合
併
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
紛
争
を
も
た
ら

(
竹
川
)

せ
た
o
し
か
し
、
合
併
後
の
分
離
運
動
が
実
現
し
烹
の
は
、
組
合
村
の
解
消
を

(
H
T
)
 

別
に
す
る
と
河
村
郡
橋
津
村
の
一
件
の
み
で
る
っ
た
。
そ
こ
で
は
地
形
的
隔
絶

性
の
ほ
か
、

経
済
的
・
社
会
的
基
盤
の
相
違
が
み
ら
れ
た
の
で
る
る
c

立

新
町
村
の
問
題
点

明
治
二
二
年
の
市
制
町
村
制
に
伴
う
町
村
合
併
は
、
広
域
の
行
政
区
域
の
創

9 

出
を
考
慮
し
つ
つ
現
実

K
は
連
合
一
戸
長
役
場
の
分
割
へ
と
妥
協
し
た
結
果
で
あ

近

っ
た
o
新
町
村
を
完
全
左
形
式
地
域
と
割
り
切
っ
て
し
ま
え
左
い
面
が
、

そ
と

に
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
o
従
っ
て
財
政
基
盤
が
弱
く
、

町
村
税
徴
収
ノ
如
キ

(
中
略
)
成
ル
ヘ
ク
現
品
徴
収
ニ
力
ア
尽
シ
、

水
利
土
功
ノ
如
キ
ハ
人
夫
ア

使
役
シ
、

(
中
略
)

町
村
長
以
下

建
築
ノ
如
キ
ハ
材
木
其
他
ノ
現
口
問
ア
賦
一
課
シ

ノ
給
料
ノ
如
キ
モ
現
金
ア
以
テ
給
与
セ
ス
、
成
ル
ヘ
ク
秋
実
ノ
時
ニ
於
テ
米
麦

(
お
)

等
ア
以
テ
給
与
ス
ル
」
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
o
強
力
左
行
政
区
域
を

画
定
す
る
立
場
か
ら
は
、
分
離
独
立
は
認
め
難
い
状
況
で
あ
り
、
よ
り
以
上
の

妥
協
は
国
難
で
あ
っ
た
ろ
う
o
財
政
力
。
弱
い
山
間
阿
部
で
は
、

例
え
合
併
町
村

閣
に
紛
争
が
る
っ
て
も
分
離
が
認
め
ら
れ
左
か
っ
た
。



回
、
新
町
村
の
再
合
併

市
制
町
村
制

K
伴
っ
て
成
立
し
た
新
町
村
を
、
更

K
合
併
す
る
政
策
が
明
治

三

0
年
代
か
ら
進
め
ら
れ
る
o
次

K
と
の
状
況
を
眺
め
る
必
要
が
あ
る
が
、

の
前
に
組
合
村

K
つ
い
て
述
べ
て
な
か
ね
ば
左
ら
な
い
。

組
合
村

K
つ
い
て

(ム町
村
制
施
行
に
あ
た
っ
て
、

か
村
の
も
の
三
七
組
合
、

九
八
か
村
が
四
五
の
組
合
村
を
構
成
し
た
o
二

三
か
村
の
も
の
人
組
合
で
あ
っ
た
o
組
合
村
は
明
治

一
一
一
年
の
内
務
大
臣
訓
令
第
三
五
二
号

K
な
い
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
鳥
取
県
で
は
「
人
情
・
風
俗
フ
同
フ
ス
ル
モ
、
又
土
地
ノ
便
宜
ア
ル
モ
、

合
併
ノ
実
ア
挙
ク
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
町
村
ニ
於
テ
ハ
、
止
ム
ナ
ク

「
侭
U

一

組
合
町
村
ト
シ
テ
自
治
区
ア
造
成
」
し
た
の
で
あ
る
o
そ
の
位
置
が
日
野
郡
の

一
O
組
合
を
は
じ
め
山
間
部
に
多
い
の
は
、
一
戸
口
寡
少
の
ま
ま
新
町
村
を
形
成

し
た
と
と
に
よ
っ
て
い
る
o
四
五
組
合
の
う
ち
一
五
組
合
が
連
合
戸
長
役
場
区

域
を
踏
襲
し
、

二
六
組
合
が
そ
の
区
域
を
越
え
左
い
範
囲
で
成
立
し
て
な
り
、

ζ

ζ

に
も
連
合
戸
長
役
場
区
域
と
の
係
わ
り
が
み
ら
れ
て
い
る
o

組
合
村
は
財
政
的

K
独
立
が
可
能
に
在
れ
ば
、

分
離
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ

た
o
明
治
二
五
、

二
六
年

K
合
わ
せ
て
三
組
合
が
分
離
し
た
が
、

認
め
ら
れ
左
い
場
合
が
多
か
っ
た
o

分
離
独
立
が

一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
o

日
野
郡
黒
坂
村
・
菅
福
村
組
合
村
で
は
、

内
黒
坂
村
八
名
、
管
福
村
六
名
ア
以
テ
組
織
セ
シ
ニ
黒
坂
村
ハ
多
数
ノ
勢
力

ア
以
テ
会
議
ノ
結
果
、
自
然
菅
福
村
ア
圧
倒
ス
ル
ノ
傾
ア
ル
一
一
ヨ
リ
、
両
村
乾

「
組
合
村
会
議
員
ハ
、
拾
四
名
ノ

蝶
ア
生
シ
、
遂
ニ
一
周
回
福
村
ハ
組
合
ノ
解
除
ア
希
望
シ
テ
止
マ
ス

(
中
略
)
管
福

村
ハ
益
々
激
動
シ
、
議
員
悉
ク
辞
任
シ
テ
二
十
三
年
度
歳
入
出
予
算
ノ
如
キ
モ

(む

議
ス
ル
ニ
歪
ラ
ス
」
と
な
っ
た
o
日
野
郡
長
は
組
合
村
の
解
消
を
命
じ
た
が
、

内
務
省
の
許
可
が
得
ら
れ
ず
結
局
は
菅
福
村
の
分
離
は
実
現
し
左
か
っ
た
o

こ
の
と
と
は
、
組
合
村
を
組
織
す
る
か
ど
う
か

K
つ
い
て
は
住
民
意
志

K
無

そ

関
係
で
あ
り
、

上
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

o

し
か
し
同
時

K
、

両
村
協
議
ノ
上
、
更
ニ
申
出
シ
メ
、

「
組
合
解
消
ノ
儀
ぺ

之
ニ
対
シ
許
可
ス
ヘ
キ
旨
申
来
、

(
中
略
)
黒
坂
村
ニ
一
於
テ
之
ア
拒
、
、
¥
容
易

公
益
ア(

明
。

章
一
口
ス
ル
不
鮮
場
合
ニ
遭
遇
ス
ル
モ
、
監
督
官
庁
ハ
之
ア
傍
観
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
」

一
一
協
議
纏
ラ
サ
ル
ト
ノ
事
ニ
有
之
(
中
略
)
仮
令
行
政
事
務
渋
滞
シ
、

と
住
民
自
治
を
尊
重
す
る
立
場
も
と
っ
て
い
る
o
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
形
式
的

な
尊
重
で
あ
り
、
実
質
的

K
は
行
政
能
率
低
下
と
な
る
行
政
区
域
の
政
変
は
不

能
で
あ
っ
た
ろ
う
o
組
合
村
は
、
地
域
の
実
情
と
の
関
係
か
ら
、

い
わ
ば
不
完

全
な
合
併
と
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
o
そ
れ
は
過
渡
的
処
置
で
あ
っ

て
、
む
し
ろ
合
併
し
て
完
全
な
一
行
政
村
と
し
て
独
立
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考

- 10 -

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
o

す
)

明
治
二
二
年
の
市
制
町
村
制
施
行

K
よ
っ
て
地
方
行
政
の
末
端
組
織
が
整
備

組
合
村
解
消
の
た
め
の
合
併

さ
れ
た
o
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
独
立
町
村
と
し
て
の
財
政
的
基
盤
が
薄
弱
で
、

そ
の
結
果
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
再
び
町
村
合
併
の
時
期
を
迎
え
る
ζ

「
全
国
各
府
県
で
は
町
村
減
少
が
少
く
な
い
の

K
独
り
鳥
取
県
の

み
は
合
併
が
急
速
度
に
実
施
さ
れ
場
」
の
で
あ
る

0
8
2
2
2組
合

と

K
在
る
o

村
の
統
合
が
大
半
を
占
め
て
い
た
o
組
合
村
と
い
う
中
途
半
端
念
行
政
区
域
は
、

規
模
の
適
正
化
、
行
政
能
力
の
向
上
、
町
村
自
治
の
推
進
左
ど
の
た
め

K
は
解

消
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い

o
明
治
後
半
か
ら
大
正
期
に
四

O
件
の
町
村
合
併
が

そ
の
う
ち
組
合
村
が
完
全
左
一
行
政
村
と
在
る
合
併
が
三
三
件

を
占
め
て
い
る
o
組
合
村

K
一
か
村
を
加
え
た
も
の
が
三
件
、
組
合
村
構
成
の

み
ら
れ
る
が
、



明治・大正期の町村合併(組合村の解消)動向

明 治 大 正

合併年次 合併件数 減少町村数 備 考 合併年次 合併件数 減少潤I村数 備 考

明治 26 I 1 大正 1 1 1 

3 1 1 1 2 3 3 

33 l 1 3 3 4 

組合村でないもの
組合村のうち 2か

40 2 3 1件，組合村に 1 4 2 2 

方ヰナ』財つるもの I件
村のみ合併1件あり

42 1 2 組合村に 1か村加 5 1 1 

わる
4 3 1 2 組合村でない 6 10 1 1 

44 I 2 7 6 8 
組合村に 1か村加

わるもの 1件あり

45 3 4 
組合付のうち 2か

10 2 2 
村のみ合併1件あり

1 4 1 1 

2十 1 1 16 計 29 33 
大正 12に市域編

入 1件あり

表 4

(表
4

)

O

組
合
村
は
ほ
と
ん
ど

(備考にないものは組合村の合併である)

三
か
村
中
二
か
村
の
合
併
が
二
件
で
あ
っ
た

(
刊
)

左
〈
な
っ
た
の
で
あ
る
c

ζ

の
時
期
の
町
村
合
併
の
目
的
が
組
合
村
の
解
消

K

(
H
U
)
 

あ
っ
た
と
さ
れ
る
所
以
で
る
る
己

合
併
町
村
の
地
域
的
分
布
を
み
て
み
よ
う
o
日
野
郡
の
一

O
件
、
河
村
郡
の

五
件
、
八
上
・
高
草
両
郡
の
各
四
件
が
目
立
っ
て
い
る
o
こ
れ
ら
が
組
合
村
の

多
い
地
域
で
る
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
左
い
が
、

山
間
部
や
山
附
部
で
二
五
件

と
過
半
を
上
ロ
め
、
海
摩
部
が
六
件
に
す
ぎ
左
い
。
町
村
の
合
併
は
地
域
的
表
現

と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

合
併
時
期
に
も
特
徴
が
あ
る
o
町
村
制
施
行
後
最
初
の
合
併
は
明
治
二
六
年

の
八
上
郡
久
長
村
・
三
保
村
組
合
村
合
併
に
よ
る
河
原
村
成
立
で
、
次
い
で
三

一
年
の
八
橋
郡
成
実
村
(
勝
田
村
・
保
永
村
組
合
村
)
で
あ
っ
た
。
し
か
し
合

併
が
集
中
す
る
の
は
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
で
、
特
に
大
正
六
年
一

O
件
、
七

1
1
 

T
A
 

年
六
件
と
多
く
な
っ
て
い
る
o

と
れ
は
、
第
一
次
大
戦
に
よ
る
物
価
騰
貴
と
置

弱
体
町
村
を
圧
迫
し
、
そ
の
解

政
委
任
事
務
の
増
大

K
よ
る
財
政
の
膨
脹
が
、

決
策
を
町
村
合
併
に
求
め
た
結
果
で
あ
っ
た
o
す
で

K
教
育
費
が
村
民
負
担
を

過
重
に
し
て
い
る
こ
と
を
陳
情
し
た
会
見
郡
厳
村
惣
代
に
対
し
、
県
属
山
本
某

は
「
一
体
本
県
ハ
村
ノ
区
域
狭
少
ニ
ジ
テ
資
力
乏
シ
ク
、
放
ニ
村
合
併
ブ
行
ヒ

(

立

)

)

資
力
充
実
セ
ル
大
村
ア
作
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ナ
リ
一
と
答
え
て
い
る
o

教
育
費

の
ほ
か
保
健
衛
生
事
業
費
や
土
木
工
事
費
な
ど
も
財
政
を
圧
迫
し
た
o
特

K
大

同
三
年
、
同
七
年
と
続
い
た
風
水
害
に
よ
る
復
旧
工
事
費
の
負
担
増

正
元
年
、

は
、
合
併
促
進
の
要
国
と
し
て
強
〈
作
用
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
町
村
財
政
の
面
か
ら
合
併
論
議
が
盛
ん

K
行
わ
れ
た
o
大
正
一

O

年
に
は
合
併
案
作
成
の
諮
問
が
出
さ
れ
、
各
郡
毎
の
具
体
案
も
作
ら
れ
た
の
で

あ
る
o
し
か
し
「
本
国
早
川
山
梨
県
フ
除
ケ
ハ
狭
!
小
ナ
ル
コ
ト
全
国
最
下
位
ニ
ジ



テ
一
町
村
平
均
四
百
余
戸
ニ
過
キ
ス
O

町
村
資
力
ノ
薄
弱
ナ
ル
所
以
ナ
ル
フ
以

テ
、
町
村
合
併
ノ
必
要
ア
認
メ
、
曽
テ
郡
長
ノ
意
見
ア
求
メ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
シ

(
日
)

ヵ
、
種
々
ノ
事
情
ニ
テ
意
ノ
如
ク
ナ
ラ
ス
」
の
状
況
で
あ
っ
た
o
そ
の
結
果
、

(

付

)

大
正
末
ま
で
に
は
三
件
の
合
併
を
み
た
の
み
で
あ
る
o
昭
和
期
に
入
っ
て
も
町

村
域

K
は
大
き
左
変
動
が
を
〈
、
昭
和
二
六
年
の
東
伯
郡
倉
吉
町
と
小
鴨
村
合

併

K
至
る
ま
で
の
問

K
、
わ
ず
か
三
件
の
合
併
を
み
た

K
す
ぎ
念
い

o
も
っ
と

も
鳥
取
・
米
子
両
市
場
へ
の
編
入
六
件
、
倉
吉
、
智
頭
、
溝
口
各
町
へ
の
編
入

が
五
件
あ
っ
た
o

明
治
二
二
年
の
市
制
町
村
制
と
と
も

K
成
立
し
た
町
村
の
再
合
併
は
、

末
か
ら
進
め
ら
れ
、

明
治

町
村
の
財
政
難
を
背
景

K
大
正
初
期
ま
で
に
実
現
を
み
た
o

そ
の
大
半
は
組
合
村
の
合
併
で
あ
り
、
政
府
・
県
当
局
と
地
域
住
民
と
の
い
わ

ば
妥
協
の
産
物
と
も
い
え
る
組
合
村
が
解
消
し
た
の
で
あ
る
o

五
、
結

語

地
方
的
差
異
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
明
治
期
の
行
政
区
域

K
つ
い
て
、

村
合
併

K
重
点
を
な
い
て
、
鳥
取
県
の
状
況
を
概
観
し
た
o
そ
の
結
果
、
三
つ

の
段
階
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
Q
(
1
)

大
区
小
区
制
の
も
と
で
の
合
併
、
小

規
模
町
村
が
地
租
改
正
を
機

K
合
併
し
、
結
果
と
し
て
三
新
法
体
制
下
の
町
村

市
制
町
村
制
施
行
に
伴
う
合
併
、

財
政
能
力
の
あ
る
行
政
町
村
創
設
を
目
的
と
し
、
連
合
戸
長
役
場
区
域
を
橋
渡

と
し
て
独
立
し
う
る
基
擦
を
つ
〈
っ
た
0
(
2
)

し
と
し
て
成
立
し
た
0
(
3
)

組
合
村
解
消
の
た
め
の
合
併
、
不
完
全
在
行
政
区

域
を
解
消
し
て
町
村
制
の
定
成
を
期
し
た
o
と
れ
ら
は
、
等
し
く
町
村
合
併
と

呼
ば
れ
て
も
そ
の
内
容
は
異
っ
て
い
る
o
特

K
前
二
者
が
旧
来
の
伝
統
的
町
村

の
合
併
で
あ
る
の

K
対
し
て
、
組
合
村
の
合
併
は
一
度
形
成
さ
れ
た
行
政
区
域

を
更
に
統
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
o
す
念
わ
ち
、
行
政
の
末
端
単
位
の
統
合
と

行
政
区
域
の
拡
大
の
相
違
で
あ
り
、
い
わ
ば
次
一
冗
の
異
左
る
も
の
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
o
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
財
政
的

K
強
力
な
「
町
村
」
を

画
定
し
よ
う
と
い
う
行
政
的
配
慮
が
働
い
て
い
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の

時
そ
の
時
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
行
政
機
能

K
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
行
政
の

末
端
の
受
け
皿
と
し
て
有
効

K
機
能
し
う
る
「
町
村
」
を
創
り
出
す
白
的
が
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
o

伝
統
的
左
旧
来
の
町
村
の
多
く
は
、
今
日
も
念
h

巨
大
字
や
地
区
念
ど
と
呼
ば

れ
て
各
地
の
行
政
の
末
端
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
o
ま
た
、
市
制
町

村
制

K
よ
っ
て
成
立
し
た
行
政
町
村
は
、

そ
の
後
の
社
会
的
・
経
済
的
さ
ら

K

文
化
的
組
織
の
単
位
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
o
明
治
期
の
町
村
合
併
は
、

増
大
す
る
行
政
事
務
を
担
う
べ
き
末
端
の
地
域
的
広
が
り
を
ど
の
程
度
の
規
模
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K
求
め
る
か
を
め
ぐ
っ
て
の
、
政
府
や
県
当
局
の
改
革
と
町
村
側
の
煩
応
や
抵

抗
の
過
程
で
あ
っ
た
c
同
時

K
、
そ
の
後
実
質
的
意
義
を
加
え
る
と
と

K
ょ
っ

町

て
現
在
ま
で
影
響
し
て
い
る
、
形
式
的
地
域
形
成
の
過
程
で
も
あ
っ
た
o

ζ

ζ

で
は
鳥
取
県
の
状
況
を
時
間
的
経
過

K
従
っ
て
み
て
き
た
o
と
れ
ら
の

と
と
が
鳥
取
県
の
地
域
的
特
性
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
全
国

K
共
通
す
る
状
況

な
の
か
は
、
今
後
各
地
方
と
比
較
し
て
明
ら
か

K
せ
ね
ば
衣
ら
左
い
。
ま
た
、

鳥
取
県
内
部
で
も
海
岸
部
と
山
間
部
な
ど
詳
細
左
検
討
が
必
要
で
あ
る
o
町
村

会
の
問
題
や
町
村
財
政
の
開
題
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
な
く
o

(
大
阪
府
立
北
野
高
校
)

本
論
は
昭
和
五
二
年
度
人
文
地
理
学
会
大
会
(
於
大
阪
市
立
大
学
)
K 
於

て
発
表
し
た
内
容
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
o
本
論
作
成

K
あ
た
っ
て
御

教
示
を
頂
い
た
神
戸
女
学
院
大
学
渡
辺
久
雄
教
授
、
鳥
取
県
史
編
纂
室
を



は
じ
め
と
ナ
る
関
係
各
位
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

注

〈

1
)
拙
稿
「
空
間
的
広
が
り
と
し
て
の
近
世
郷
域
と
明
治
地
方
行
政
領
域
の
整

ム
口
閣
係
f
l
因
幡
国
の
場
合
」

『
歴
史
地
理
学
紀
要
一
七
』

一
九
七
五
、

七

t
九
八
頁

拙
稿
(
近
世
郷
域
と
明
治
地
方
行
政
領
域
と
の
空
間
的
整
合
関
係
」

文
地
理
』
二
八

l
六、

(2)
井
戸
庄
三
、
木
村
辰
男
、
高
橋
正
、
山
澄
一
冗
「
明
治
時
代
の
行
政
明
治

一
回

i
一、

一
九
七
六
、

三二一

t
五
七
頁

初
期
の
地
方
制
度
を
中
心
に

l
L

『
人
文
地
理
』

一
九
六
二
、

八
七

t
九
一
一
負

(3)
増
井
清
蔵
輯
『
悶
伯
郷
村
一
隈
』
元
治
一
冗
年
(
一
八
六
四
)
、

(
鳥
取
県
立

博
物
館
蔵
)
W
L

よ
り
算
出

(
4
)

明
治
六
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
鳥
取
市
役
所
『
鳥
取
市
史
』

九
四

、

一
九
二

t
一
一
九
六
頁
所
収

(
5
)
区
戸
長
事
務
章
程
一
、
第
二
条
、
明
治
六
年

『
鳥
取
県
歴
史
』

(
鳥
取
県

立
鳥
取
図
書
館
蔵
)

ヘ6
)
前
掲
(

5

)

第
二
条

(7)
前
掲
(

5

)

第
五
条

(8)
鳥
取
県
『
鳥
取
県
史
近
代
三
政
治
篇
』

(9)
各
区
町
村
浦
総
代
人
撰
挙
規
則
、
第
一
条
、 一

九
六
九
、

一一一一

I
三
六
頁

明
治
一

O
年
(
鳥
取
県
吋
烏

取
直
一
小
史
近
代
資
料
篇
』
所
収

九
三
頁
)

(
ゆ
各
区
町
村
清
総
代
人
心
得
要
領
、
第
五
条
、

明
治
一

O
年
(
鳥
取
県
『
烏

取
県
史
近
代
資
料
篇
』
所
収

九
四
一
貝
)

ヘ
ロ
)
大
石
嘉
一
郎
「
地
方
自
治

『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
一
六
近
代
一
二
』

岩
波
書
底
、

一
九
六
二
、

二
三
八
頁

(
巴
佐
々
木
清
治
「
明
治
前
期
に
な
け
る
地
方
行
政
区
画
の
変
遷
」

『
歴
史
地

理
学
紀
要
一
七
』

一
九
七
五
、

一
三

t
一
四

O
頁

七

(
日
井
戸
庄
三
「
明
治
初
期
町
村
分
合
に
関
す
る
こ
、

梨
両
県
を
中
心
と
し
て

l
L

『
人
文
地
理
』

三
の
問
題
長
野
・
山

一
八

l
四
、
一
九
六
六
、
二
六

=u 
人

ー
四
六
頁

(
は
U

陸
軍
省
参
謀
本
部
編
『
共
武
政
表
』
明
治
一
二
年
(
復
刻
、

一
九
七
八
、

柳
原
書
居
、

下
巻
一
九
七

t
二

O
一
頁
)

分
離
町
村
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
C

山
石
井
郡
浦
宮
田
村
(
四
四
二
一
戸
)

と
田
後
村
(
二

O
三
戸
)
、

同
郡
山
石
本

村
(
一

O
九
一
戸
)

問
郡
山
石
戸
村
(
一

O
五
戸
)

と
網
代
村
(
一
九
三
戸
)
、

と
細
川
村
(
五
六
一
戸
)

O

一
戸
数
は
『
共
武
政
表
』
に
よ
る
o
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(
日
)
当
時
、
鳥
取
県
は
島
根
県
に
併
合
さ
れ

(
明
治
九
一
四
年
)
、
そ
の
間

の
事
情
を
示
す
十
分
念
史
料
を
欠
い
て
い
る
o
わ
ず
か
氏
「
因
伯
両
国
中
各

村
合
併
又
は
改
称
管
内
二
空
淫
ス
、
村
数
勢
多
一
々
之
ア
記
サ
ス
」

(
島
根

県
『
沼
市
治
要
領
』
明
治
一

一
年
、
島
根
県
立
図
書
館
蔵
)

と
あ
る
U

(
M
U

鳥
取
県
『
鳥
取
県
産
史
』
明
治
九
年
二
月
五
日
付

(
鳥
取
県
立
鳥
取
図

書
館
蔵
)

(
む
島
根
県
『
県
治
要
領
』
明
治
一

O
年
合
鳥
取
県
吋
鳥
取
県
史
近
代
資
料
篇
』

所
収

七
五
一
員
)

(
眼
前
掲
(
日
)

明
治
九
年
八
月
九
日
付

(
眼
前
掲
(
日
)

(mv
前
掲

(
3
)

(
む
高
草
郡
賀
露
村
・
下
賀
露
村
合
併
、
気
多
郡
東
志
加
奴
村
・
西
志
加
奴
村



合
併
、
会
見
郡
三
柳
村
・
下
三
榔
村
合
併
、
同
郡
東
外
江
村
・
西
外
江
村
合

併
、
以
上
は
藩
内
限
分
村
で
、
他

K
気
多
郡
潮
津
村
・
重
崎
村
・
青
谷
村
合

併
が
あ
る
o

(
幻
)
前
掲
(

5

)

第
一
条

(
幻
)
明
治
二
九
年
四
月

K
郡
の
統
合
が
行
わ
れ
た
o
邑
美
・
法
美
・
岩
井
三
郡

↓
岩
美
私
、
八
上
・
八
東
・
智
頭
三
郡
↓
八
頭
郡
、
気
多
・
高
草
二
郡
↓
気

高
郡
、
河
村
・
久
米
・
八
橋
三
郡
↓
東
伯
郡
、
汗
入
・
会
見
二
郡
↓
西
伯
郡
、

日
野
郡
は
変
更
な
し
o

(
叫
)
前
掲
(

B

)

八

O
頁

(
窃
三
朝
町
『
三
朝
町
卦
一
時
』

一
九
六
五
、

ニ
O
O
t
二
O
五
頁

(
部
)
前
掲
(

1

)

(
幻
)
多
里
宿
外
四
か
村
耕
合
会
及
ヒ
村
会
開
設
場
所
御
届
、

明
治
一
六
年
(
烏

取
県
『
鳥
取
県
史
近
代
資
料
篇
』
所
収

(
却
)
前
掲
(
お
)
一
二
二
頁

五

頁、../

〈
却
)
町
村
制
施
行
方
法
取
調
ノ
順
序
及
目
的
、

「
事
務
引
継
目
録
演
説
書
」
明

治
二
一
年
(
鳥
取
県
『
鳥
取
県
史
近
代
資
料
篇
』
所
収

(
叩
)
市
町
村
制
実
施
ノ
状
況
、

四
三
一
頁
)

「
事
務
引
継
目
録
演
説
書
」
明
治
二
四
年
(
烏

取
県
『
鳥
取
県
史
近
代
資
料
篇
』
所
収

四
三
五

t
四
三
六
頁
)

(
幻
)
井
戸
庄
一
ニ
「
明
治
地
方
自
治
制
の
成
立
過
程
と
町
村
合
併
」

一
二

1

五
、
四
八

t
五

O
頁

『
人
文
地
理
』

(
詑
)
水
津
一
朗
『
社
会
集
団
の
生
活
空
間
ー
そ
の
社
会
地
理
学
的
研
究

』
大

明
堂
、

一
九
六
九
、
三
四
八
頁

(
日
)
前
掲
(

B

)

一一一一一

t
二
二
五
頁

(
日
)
河
村
郡
橋
津
村
は
、
橋
津
、

上
橋
津
、
赤
池
、
宇
野
の
旧
四
か
村
で
成
立

し
た
が
、
字
野
は
戸
数
一
八
四
戸
の
純
漁
村
で
、
経
済
基
盤
を
異

K
す
る
た

め
村
税
負
担

K
均
一
を
欠
い
て
い
た
o
更

K
地
区
全
体
が
真
宗
門
徒
で
人
情
・

風
情
を
異

K
し
、
地
形
的

K
も
隔
絶
し
て
い
た
上
、
基
本
財
産
蓄
積
も
積
極

的
で
あ
っ
た
o
分
離
独
立
は
明
治
二
四
年
一

O
月
で
あ
る
o

(
羽
合
町
『
羽

合
町
史
』
後
編
、

一
九
七
六
、
二
八
頁
)

(
出
)
前
掲
(
お
)
四
一
一
一
一
一
一
員

(
出
)
前
掲
(
却
)
四
三
一
頁

(
訂
)
日
野
郡
黒
坂
・
菅
福
両
村
組
合
村
会
の
紛
争
、
「
内
務
部
引
継
目
録
演
説

書
」
明
治
二
四
年
(
鳥
取
県
『
鳥
取
県
史
近
代
資
料
篇
』
所
収
四
三
九

t

四
四

O
頁
)

(
顎
前
掲
(
訂
)

正
己
「
町
村
合
併
の
政
治
地
理
的
研
究

i
第
一
報

『
人
文
地
理
』
七

l
四
、
一
九
五
五
、
三
四
頁

(
刊
)
組
合
村
以
外
の
合
併
は
法
美
郡
宇
信
野
村
(
国
府
村
、
御
陵
村
、
法
美
村

合
併
、
明
治
四

O
年
)
、
智
頭
郡
佐
治
村
(
口
佐
治
村
、
中
佐
治
村
、
上
佐

治
村
合
併
、
明
治
四
三
年
)
の
二
件

K
す
ぎ
左
い
。

(
叩
む
林

鳥
取
県

i
」
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(
位
)
前
掲
(
拘
)
三
二

t
四
一
頁

(
必
)
村
民
の
負
担
過
重

K
っ
き
陳
情
「
長
官
巡
視
一
件
書
類
」
明
治
三
四
年

(
鳥
取
県
『
鳥
取
県
史
近
代
資
料
篇
』
所
収
四
回
一

t
四
四
三
頁
)

(
日
)
郡
市
町
村
ノ
監
督
、
「
事
務
引
継
演
説
書
」
大
正
一
三
年
(
鳥
取
県
『
鳥

取
県
史
近
代
資
料
篇
』
所
収
六
二
五
頁
)

(
叫
)
鳥
取
市
へ
の
編
入
一
件
(
大
正
一
二
年
)
、
米
子
町
へ
の
分
村
編
入
一
件

(
大
正
一
五
年
)
、
岩
美
郡
浦
富
町
成
立
(
牧
谷
村
、
浦
富
村
合
併
、
大
正

一
四
年
)

(
日
目
)
米
子
市
の
市
制
施
行
は
昭
和
二
年
四
月
で
あ
る
o



The Situation of Towns and Vi11ages Ama1g出nation

in Meiji Era 

-A Case S七udyof To七七oriPrefecture -

Taro SHIRAISHI 

In Tot七oriPrefecture， the Loca1 Gove古田en七 Systemin 
Meiji Era was by and 1arge estab1ished by the enforcemen七
of Tovms and Vi11ages Ac七 in1889 (七he22nd year of Meiji). 
During this ~eriod ，七he vi11ages which had had.a 10ng history 
出 ldtradition were considered essen七ia11yas七he 10wer 
reaches of七heru1ing sys七emof the centra1 governmen七.工n
the cour‘se of vi工1ages' a釘ma1{宮雪担a印mationin T。七七or土 P主r、efec七ure，
the fo11owing three s七 e~s are observed: (1) the ama1gamation 
under the Da乱ik切u-Shok同u1 S匂ys叫七erπ叫T
七札imeof the erばlf。臼r‘cωement of Tovms and Vi11ages Act， and (3) 
七heama1gamation for the disorganization of七heKumiai-Son 
-a unionized group of vi11ages. There ha~pened 155 cases 
of towns and/or vi11ages ama1gamation in七heperiod between 
the enforcemen七 of七heDaiku-Shoku Sys七emand that of Towns 
訂 ldVi11ages Act. Among七hem，127 cases were occurred 土n
1877 (th 10七hyear of M~iji). 工n many cases observed duri時
this period，七he1and-tax revision drove the sma11-sca1e 
vi11ages七oama1gama七ion. Consequent1y，七heseama1gamations 
came to 1ay the foundation of七he inde~endent tovrns and 
vi11ages under七heSanshin，:ヲQ Sys七em，~.e. reorganization of 
the Loca1 Government System in 1878. Under七he Sanshin~o 
System， severa1 towns and vi11ages became associated， and 
a Kocho -七heheadman of a vi11age -was e1ected. Moreover， 
the area of 七heRengo-Kocho-Yakuba was se七七工ed. They p1ayed 
a ro1e as in七ermedia七orbe七weenthe new and old municipa1i七ies.
Municipa1 distric七sin To七toriPrefecture， formed by Towns 
出 ldVi11Rges Act， consisted of nne city， 237 towns and vi11ages. 
They were formed either as the resu1七 of七hedivision of the 
Rengo-Kocho-Y叫rubaarea， or in consequence of the reorgani-
za七ionof七hedistricts七hemse1ves. In the 1as七 yearsof 
Meiji， the reorganization of七henew towns and vi11ages 
occurred. 工七 was the ama1gamation ofsome Kumiai四 Son.

The si七uationof such towns and/or vi1lages ama1gamation 
was conditioned by the ~rocess of Governmen七'srefor百 ation
measures on七heone hand出 ldby the recep七iveor rejec七ive
a七七itudesof the town and vi11age au七hori七iestowards the 
centra1 government enforcemen七 makingthe 10ca1 gover羽men七
a 1nwer reach of the sta七eaddminis七rative ap~aratus on七he
o七herhand. 
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